
１．はじめに

ジョージH. W. ブッシュ（George H.W.

Bush）政権（以下「ブッシュ政権」）の在任期

間は、1989年1月から1993年1月であり、冷戦終

焉期のアメリカ外交を担った。冷戦終焉という

国際政治の大転換点についてより深く知るため

に、ブッシュ政権の外交政策に関する研究の進

展が期待される。しかし、アメリカ政府の公文

書公開に要する年数の問題、研究者やメディア

の関心が 近の事情に集まりがちになるといっ

た事情から、ブッシュ政権関係者による回想を

除けば１、ブッシュ政権の外交政策に関する包

括的な研究や史料実証を伴った研究の数は限ら

れている２。

このような状況の中、近年、ブッシュ大統領

図書館（George Bush Presidential Library

and Museum）で部分的ながらも公文書公開

が始まっており、それらを利用した実証研究も

出版されつつある３。そこで本論は今後の研究

を進めるための基礎作業として、史料公開状況

と研究の進捗状況を勘案しつつ、ブッシュ政権

期の対外的強制力行使に関する政策論争につい

て整理し、論点を提示するものである。

本論の主張は三点ある。第一に、ブッシュ政

権内には、国益擁護のためにアメリカ単独であっ

ても強制力行使を支持する主張や、関係国の意

見に関わらずアメリカの政策を一方的に推し進

めることを支持する主張が存在していた。ブッ

シュ政権末期にはこれらの主張は抑制されていっ

たものの、息子のジョージW. ブッシュ政権

（以下「ブッシュ（子）政権」）期に注目された、
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いわゆる「アメリカ単独主義」の萌芽と見なす

ことができる。

第二に、ブッシュ政権内における政策論争の

内容と論客は必ずしもイデオロギーや党派性に

よって固定したものではなく、国際環境の様々

な転換点に応じて主張や論客の陣容に変化が見

られた。

第三に、ブッシュ政権による対外的強制力行

使の様式に も影響を与えた国際情勢は、米ソ

関係から米欧関係の緊張へと変化した。また、

ブッシュ政権は揺れ動きを伴いながらも 終的

には欧州側への協力を重視する形でこの緊張へ

の対処を試みた。しかし、続くクリントン政権

は、ブッシュ政権において抑制された方針を復

活させ、欧州諸国に対して一方的にアメリカの

国益を主張する行動への傾斜を強めていった。

三つの主張の論拠とその含意をもう少し詳し

く述べておこう。第一の主張に関して、ブッシュ

政権は主に三つの対外的強制力行使を行った。

パナマ侵攻（1989年12月～1月）、湾岸戦争

（1990年1月～3月）、そしてソマリアへの多国籍

軍派遣（1992年12月～1993年5月）である。さ

らに、旧ユーゴスラビア（以下「旧ユーゴ」）の

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争（以下「ボスニ

ア紛争」）への関与も議論の対象となっていた。

このうちパナマ侵攻はアメリカによる文字通

りの単独行動であったが、その他の案件では国

連安保理での合意を軸にした関与を実行または

構想した。しかし、ブッシュ政権内には、同盟

国の同意や国際機関の手続きではなく、アメリ

カの国益と価値観を基準として対外的な強制力

行使を行うべきとの主張も存在した。こうした

主張の中には、イラクにおける体制転換をアメ

リカの軍事力で実行すべきとする、2003年に勃

発したイラク戦争を先取りする意見も含まれて

いた。

第二の主張に関して、アメリカの国内政治過

程研究、各大統領の伝記的研究、あるいはジャー

ナリストの取材などによって、「ネオコン」の

人脈と政治的影響力の盛衰が明らかにされつつ

ある４。

これらを参考にすると、「ネオコン」とは、

アメリカの伝統的価値喪失への危機感から1960

年代に結束を強め、70年代にメディアの注目を

浴びた政治勢力であり、アメリカの国益擁護と

安全保障維持の観点から当時の米ソデタント政

策を批判し、核軍縮慎重論、対ソ強硬論、反共

のための第三世界介入政策を支持した勢力を指

す５。また、ネオコンは変化を伴いながらも一

定の知的、人的な結束を保っている集団であり、

「アメリカ単独主義」は主にこの勢力によって

主張される。そして、この勢力が1990年代末か

ら2000年代にかけて政治的影響力を取り戻し、

アフガニスタンやイラクに対する先制攻撃や自
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衛戦争を主張したという。つまり、ネオコンの

盛衰を指標として、アメリカの外交政策が単独

主義的になるのか否かを議論することになる。

この解釈には二つの大きな問題がある。まず、

単独主義的政策とネオコンの主張とを同一視す

ることで、ネオコン以外の人物が単独主義的政

策を主張する可能性を予め排除していることで

ある。このため、1990年代のブッシュ政権期に

穏健と見なされていた政策担当者が、2000年代

のブッシュ（子）政権になると、なぜか自らの

過去を忘れてネオコンに変身したような印象を

抱いてしまう６。また、米民主党が政権を担う

と多角主義的な政策を取るという判断を下しが

ちになる。

もう一つの問題点は、アメリカによる単独主

義的行動の原因をネオコンの政治力に結びつけ

ることにある。つまり、ネオコンの政治的影響

力が弱ければアメリカは単独主義的政策をとら

ない。また、政権交代によってアメリカの外交

政策が単独主義的傾向と多角主義的傾向の間を

揺れ動くという理解になりがちである７。しか

し本論が以下で指摘するように、ブッシュ政権

期にもクリントン政権期にも、アメリカ政府が

国際情勢の制御を目的として意図的に単独主義

的政策を構想した事例が存在している。

つまり、政権中枢とネオコンなど特定の政治

集団との距離、議会と大統領の関係、政権交代

といった国内政治要因は、アメリカの外交政策

変動を分析するためにしばしば有用な指標とな

るけれども、必ずしも絶対的な指標ではない。

政策変動の分析のためにまず考慮すべき要因は、

アメリカの置かれている国際情勢の変化とアメ

リカの政策担当者たちがその変化をどのように

認識しているのかである。

なぜなら、アメリカ国内における政治勢力の

勃興や人脈の離合集散が外交政策を規定する内

的動因としても、それが外交政策の決定に及ぼ

すことの出来る影響の範囲は国際情勢によって

規定されるからである。また、政策担当者の国

際情勢に対する認識の在り方によっても、政策

決定に与えられる内的動因の影響力は制約され

るからである。

もちろん、情勢変動や各国の有する影響力は

完全に客観的な形では把握しえない８。そのた

め、情勢変動の実態について政策担当者間で認

識のずれが起こる。イデオロギーや権力欲、個

人的な好悪の感情も政策論争の動機となるが、

多くの場合、政策論争の根底には情勢認識のず

れが存在している。

そこで本論は、分析の焦点をネオコンの人脈

研究やイデオロギー研究にあてるのではなく、

特定の人脈を生み出した国際環境、あるいは、

特定の人脈の主張する政策が浸透しやすくなる

ような国際環境の変化に焦点をあてる。

第三の主張に関して、また、第二の主張を議

論する筋道を用意するために、ブッシュ政権期

に起こった大きな国際情勢の変化について暫定

的な時期区分を設定しておきたい。それは次の

通りである。

１．東欧革命期（1989年後半～1990年前半）、

主要事件：ベルリンの壁崩壊とパナマ侵

攻。

２．湾岸危機期（1990年後半～1991年前半）、

主要事件：湾岸危機の発生と湾岸戦争。

３．ソ連・ユーゴ崩壊期（1991年後半～1992

年後半）、主要事件：ソ連・ユーゴ崩壊。
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「東欧革命期」にはアメリカ国内で「冷戦勝

利論」が盛り上がり、政策担当者もアメリカの

国際的影響力の強さに自信を抱いていた。よっ

て、他国に対する配慮はこれまでよりも後退し

つつあった。しかし、「湾岸危機期」において

は、国連を重視して、かつ、ペルシャ湾岸諸国

の結束を固めることで事態に対処した。そのた

め、アメリカはソ連をはじめ国連安保理常任理

事国や湾岸諸国の動向に気を配らざるを得なかっ

た。米ソ関係に対する気配りが再び必要となっ

たのである。

「ソ連・ユーゴ崩壊期」においては、欧州統

合の動き、旧ユーゴ紛争への欧州諸国による和

平調停、欧州安全保障秩序の再構築問題などが

重なり、アメリカにとって米欧関係に対する配

慮がこれまでになく重要になっていた。この状

況はクリントン政権にも引き継がれた。

さて、本論の提示する三つの主張が妥当とす

ると、次のような解釈を組み立てることが可能

になるであろう。

東欧革命とソ連の弱体化によって、アメリカ

は単独主義的な政策を検討し始めた。しかし、

湾岸戦争によって一定の対ソ配慮が必要となり、

単独主義的行動は抑制された。その後、ソ連が

崩壊に向かう中で米欧関係の緊張が高まってゆ

き、この緊張をアメリカにとって有利に解決す

る手段として単独主義的行動に再び注目が集まっ

た。ブッシュ政権は 終的にそれを抑制したが、

クリントン政権はその判断を逆転させ、米欧対

立を念頭に置いて単独主義的行動を採用していっ

た。

ブッシュ（子）政権期に取られた単独主義的

政策はこうした一連の流れを加速させ、アメリ

カ外交が米欧関係の緊張に拘束されることから

逃れようとしたものであった。

よって、冷戦後におけるアメリカ単独主義の

発展を理解するためには、ネオコンの盛衰だけ

を分析していても不十分であって、米欧関係の

変遷とそれに対するアメリカ政府の対応を分析

しなければならない。

それでは、以下の各節でブッシュ政権の国際

環境の変化に対する反応を整理しつつ、本論の

提示する三つの主張の妥当性を検討していきた

い。

２．ドイツ統一交渉、パナマ侵攻作戦、

NATO拡大構想における一方的行動

ドイツ統一をめぐる国際交渉は、1989年11月

のベルリンの壁の崩壊を契機として本格化した。

ドイツ連邦共和国（以下「西ドイツ」）はドイ

ツ民主共和国（以下「東ドイツ」）を事実上吸

収合併することを主張し、アメリカは西ドイツ

の方針を側面支援しつつ統一ドイツの北大西洋

条約機構（NATO）残留を求めた。

当時、ベルリンの共同管理権を保有していた

第二次世界大戦の「戦勝国」のうち、アメリカ

は統一賛成、英、仏、ソ連は消極的であった。

アメリカと西ドイツとの交渉によって、英仏は

統一を事実上容認したため、国際交渉の焦点は

東ドイツに兵力を展開していたソ連の対応に集

まった。

当初、ソ連のゴルバチョフ政権は、統一ドイ

ツの中立化と西側諸国による大規模な対ソ経済

支援とを求めていた。結果としてソ連が妥協し、

統一ドイツはNATOに残留することになった。

ただし、西側全体によるソ連への本格的な経済

支援は行われず、西ドイツからの支援に留まっ

た。結果からみると、アメリカはみずからの方

針をほぼ貫いたことになる。

この点に関する近年の研究のうち、一次史料

を用いていて注目されるのはマリー・サロッテ

（Mary Elise Sarotte）の研究である９。サロッ

テは、ソ連がドイツ統一を認めたことと、統一

ドイツのNATO残留を容認した過程において、

西ドイツによるソ連とアメリカへの働きかけが

重要な役割を果たしたと判断している。

西ドイツは、経済支援をテコにしてソ連から
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妥協を引き出しつつ、アメリカのヨーロッパ安

全保障政策がソ連にとって敵対的なものでなく

なるようにブッシュ政権の説得も試みたという。

この点を踏まえて、ギャディス（John L.

Gaddis）やレフラー（Melvyn P. Leffler）

の業績に特徴的な米ソ関係を中心とした分析で

は不十分であると結論付けている。

さらにサロッテは、ブッシュ政権がソ連に対

して必ずしも寛容であったわけではなく、究極

的にはヨーロッパ安全保障秩序の枠組みからソ

連を外すことを目標としていたことを明らかに

している10。また、このようなアメリカの重要

な戦略目標に関しては、ドイツの影響力に限界

があったことにも触れている。

では、サロッテの分析をやや詳細に見てみよ

う。ベルリンの壁が崩壊した頃、東ドイツには

約38万人のソ連兵が駐留しており、ソ連はドイ

ツ統一に消極的であった。ドイツ統一交渉が開

始されると、ソ連は統一ドイツの中立化を求め、

全欧安全保障会議（CSCE）を中軸としたヨー

ロッパ安全保障秩序の再編を主張した。

アメリカと西ドイツは、統一ドイツをNATO

に残留させ、NATOを中核としたヨーロッパ

安全保障秩序を維持する構想を抱いていた。ア

メリカと西ドイツは、少なくともソ連軍を東ド

イツから撤退させ、統一ドイツがNATOに残

留することとをソ連に承認させる必要があった。

交渉のカードとしては、東西ドイツそれぞれ

が外国と接している国境線の維持を約束するの

はもちろんとして、1) 旧東ドイツ地域への

NATO軍の展開に制約を設けること、2) 東欧

諸国へのNATO拡大をしないこと、3) 集団防

衛組織としてのNATOの性格を変化させて、

ヨーロッパ全体の集団安全保障組織としての機

能を強化させる、4) ソ連に経済支援を与える

ことなどが考えられた。

1) については、90年7月16日の西ドイツ・ソ

連首脳会談で「ソ連の安全を脅かさない」こと、

東ドイツ地域に核兵器を配備しないこと、統一

ドイツの兵力の上限を37万人とすること、（ソ

連軍撤退後の）東ドイツ地域にはドイツ兵士の

みが配備されることを条件にソ連が妥協した11。

2) については上記条件以外の制約はないと

コール首相は判断した12。3) についてはアメリ

カがソ連のNATO加盟論を否定した。また、

アメリカと西ドイツの連携によって1990年7月

に開催されたロンドンNATO首脳会談のコミュ

ニケを作成し、ソ連・東欧諸国とNATOとの

協力に一定の配慮を示しつつも、NATOの基

本的性格を維持するとの合意を取り付けた13。4)

について、アメリカは消極的であったものの、

西ドイツがソ連説得の道具として効果的に利用

した14。

確かに、サロッテの主張するように、西ドイ

ツは重要な局面でソ連に経済支援を提供して、

ドイツ統一問題での妥協を引き出した。また、

西ドイツはアメリカによる対ソ配慮を働きかけ

て、ゴルバチョフがソ連国内の保守派を説得し

やすいように気を配った。

ところがブッシュ政権は、ソ連の行使できる

影響力は限られているとの前提に立って政策を

組み立てていた15。それゆえ、アメリカは実質
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10 Sarotte, Perpetuating U.S. Preeminence , pp.134-137.
11 ドイツ 終規定条約（通称「2＋4合意」）、第3条2項、第5条3項。 Sarotte, 1989, pp.182-185; Sarotte,

Perpetuating U.S. Preeminence , pp.132-133.
12 Sarotte, Perpetuating U.S. Preeminence , p.133.
13 NATO, London Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance issued by the Head of State

and Government participating in the Meeting of the North Atlantic Council, 5-6 July 1990 , NATO

Ministerial Communiques, Para 2.

Sarotte, Perpetuating U.S. Preeminence , pp.127-130.
14 Sarotte, Perpetuating U.S. Preeminence , p.120.
15 Sarotte, 1989, pp.174-175; Sarotte, Perpetuating U.S. Preeminence , p.136, Bush and Scowcroft,

op.cit., p.253.



的な対ソ経済支援を拠出せず、ゴルバチョフか

らの妥協を引き出すことが必要な局面に限って、

ソ連国内の保守派を説得できるような政治的支

援を提供した16。また、ブッシュ政権が西ドイ

ツに許したのは統一ドイツをNATOに残留させ

る交渉までであり、ヨーロッパの安全保障秩序

の将来はアメリカの決定すべき問題としていた17。

つまり、ソ連に対しても西ドイツに対しても、

米ソ間の力の差を前提とした政策を一貫して押

し通したのであった。

それゆえ、ベルリンの壁が崩壊する前後から

アメリカ国内では「冷戦勝利論」も盛り上がり

を見せていた。その代表例は、1989年夏、フラ

ンシス・フクヤマ国務省政策企画局長の発表し

た『歴史の終わり？』であった18。フクヤマは

ヘーゲル哲学を援用しつつ、「西側」の自由民

主主義体制が全体主義体制に 終的な「勝利」

を収めつつあり、今後の歴史は自由民主主義体

制が世界的に浸透していく過程であると論じた。

1989年11月にベルリンの壁が崩壊し、同年12月

にマルタ島で会談した米ソ両国首脳が「冷戦の

終焉」を宣言すると、ブッシュ大統領も「冷戦

勝利論」を演説で触れるようになった19。

さらに、ベルリンの壁崩壊とほぼ同じ、1989

年12月、アメリカはパナマ侵攻作戦を実行し、

マニュエル・ノリエガ将軍を逮捕した。

ノリエガ将軍は1983年にパナマの 高権力者

となり、事実上の独裁者となった。アメリカは

隠密裏にノリエガ政権との密接な関係を維持し

ていた。アメリカはキューバ、ニカラグア、グァ

テマラなどの中南米における左派勢力に対抗す

るためにパナマを重視していたのである。もち

ろん、パナマ運河の安定的運用も考慮したであ

ろう。

しかし、1986年にイラン・コントラ事件が発

覚すると、アメリカとノリエガ将軍の密接な関

係も暴露された20。麻薬シンジケートとノリエ

ガ将軍が密接な関係を持っていること、アメリ

カが事実上その麻薬シンジケートを利用してニ

カラグアのコントラを支援していたというので

ある21。批判が高まると、アメリカはノリエガ

将軍との距離を置き始めた22。パナマではアメ

リカとの関係悪化を一つの背景として、1989年

3月にクーデター未遂事件が発生、1989年5月の

選挙で反ノリエガ派が躍進した。1989年10月に

はさらに二度目のクーデター事件が発生したが、

ノリエガ将軍はこれらの挑戦を力づくで押さえ

込んだ。

1989年12月20日、ブッシュ政権はパナマの民

主化と麻薬組織撲滅を名分として、ノリエガ政

権打倒のための軍事作戦を決行した23。約5万

7000人の米軍がパナマに侵攻し、1990年1月31
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16 Sarotte, 1989, pp.174-177; Sarotte, Perpetuating U.S. Preeminence , pp.127-130.
17 Sarotte, 1989, pp.115, 151, 169-175.
18 Francis Fukuyama, The End of History? , The National Interest, Vol.16, No.3, (1989), pp.3-18.
19 George H.W. Bush, Address before a Joint Session of the Congress on the State of the Union,

31 January 1990, Public Papers of the Presidents, George Bush 1990 (Washington. D.C.: Government

Printing Office, 1991), Book I, pp.129-134.
20 史料公開情報は、Peter Kornbluth, The Oliber North File: His Diaries, E-Mail, and Memos on the

Kerry Report, Contras and Drugs , National Security Archive Electronic Briefing Book, No. 113,

February 26, 2004.
21 Subcommittee on Terrorism, Narcotics, and International Operations of the Committee on Foreign

Relations United States Senate (Chaired by John Kerry), Drugs, Law Enforcement and Foreign
Policy, December 1988 (Washington D.C.: Government Printing Office, 1989).

22 ベーカー、前掲書、上、372頁。The White House, Panama , National Security Review 2, February 13,

1989, George Bush Presidential Library and Museum (hereafter GBPL); The White House, U.S.

Policy towards Panama under Noriega after September 1, 1989 , National Security Directive 21,

September 1989, GBPL.
23 George H.W. Bush, Address to the Nation Announcing United States Military Action in Panama ,

20 December 1989, Public Papers of the Presidents, George Bush 1989 (Washington. D.C.: Government

Printing Office, 1990), Book II, pp.1722-1723.



日、ノリエガ将軍を逮捕した24。ノリエガはア

メリカに移送され、麻薬密輸などの容疑で有罪

判決を受けて服役した。アメリカは野党大統領

候補だったギジェルモ・エンダラを大統領に就

任させ、1990年2月、エンダラ政権は「パナマ

防衛軍」を解体して国家保安隊へと改編した。

アメリカの軍事力による体制転換の先駆例であっ

た。

パナマ侵攻作戦はベーカー国務長官が強く支

持し、チェイニー国防長官、パウエル統合参謀

本部議長が作戦実行に積極的に協力したとい

う25。2003年のイラク戦争では、ブッシュ（子）

政権の副大統領となったチェイニーが開戦を支

持し、国務長官パウエルは慎重、閣外にいたベー

カーは反対の論陣を張った26。必ずしも人脈に

よって政治的立場が決まっているわけではない

ことを確認できる。

さて、当時の世論調査によればアメリカ国民

の約７割強はこの作戦を支持していたし、パナ

マ国民の多くも介入を支持していたという27。

アメリカ国民の多くは、ヴェトナム戦争以来揺

らいできた自国の軍事力への信頼を取り戻し、

さらに、軍事介入による民主化に自信を抱いた

であろう。また、欧州各国政府も概ねアメリカ

の方針を容認した。そのため、2003年のイラク

戦争で西側の大手メディアが盛んに取り上げた

単独主義批判は余り目立たなかった28。

しかし、パナマ侵攻作戦はまさしくアメリカ

単独の軍事力行使による体制転換の事例であっ

た。そのため、非ヨーロッパ世界からは強い反

発を呼び起こした。1989年12月22日、米州機構

常設理事会はアメリカの軍事介入に「深い遺憾」

の念を表明して、米軍の即時撤退を求める決議

を採択した29。また、12月23日、国連安保理で

米軍撤退を求める決議案が米、英、仏の拒否権

によって葬られたものの30、12月29日、国連総

会はアメリカのパナマ侵攻を国際法違反として

非難し、即時にパナマの主権を回復すべきとす

る決議を採択した31。

何れにしても、東欧革命とドイツ統一交渉の

進展、パナマ侵攻と体制転換の「成功」、この

双方はアメリカ単独主義的な対外政策に勢いを

与えても不思議ではなかった。

サロッテによればこの時期（1990年上半期）

にブッシュ政権はNATO東方拡大の検討を始

めていたという32。その直接の契機は、1990年2

ジョージ H.W. ブッシュ政権期の対外的強制力行使に関する政策論争 7

24 作戦の詳細はひとまず、Lawrence Yates, The U.S. Military Intervention in Panama: Origins, Planning

and Crisis Management, June 1987 -December 1989 (Washington D.C.: U.S. Government Printing

Office, 2008).
25 ベーカー、前掲書、383-384、389、393頁。マン、前掲書、261頁。
26 マン、前掲書、483-485頁。James A. Baker III, The Right Way to Change a Regime , The New York

Times, 25 August 2002, Section 4, p.9.
27 George Skelton, Times Poll: Americans Strongly Support Panama Invasion , Los Angeles Times,

December 22, 1989; Robert Pastor, Exiting the Whirlpool: U.S. Foreign Policy toward Latin America

and the Caribbean, Revised and Expanded Edition (Boulder, CO: Westview Press, 2001), p.96.
28 批判的な見解の例としてIndependent Commission of Inquiry on the U.S. Invasion of Panama, The

U.S. Invasion of Panama: the Truth behind Operation Just Cause , Updated Edition (Cambridge

MA: South End Press, 1991).
29 Organization of American States, Serious Events in the Republic of Panama , December 22, 1989,

OEA/Ser.G CP/Res.534(800/89). この決議案についての解釈は OAS Voices Regret on Panama Invasion:

Latin America: Resolution also Urges Immediate End to Fighting but Does Not Condemn the U.S.

Action , Los Angeles Times/Associated Press, December 22, 1989.
30 United Nations Security Council, Draft Resolution, 22 December 1989 , S/21048; United Nations

Security Council, Provisional Verbatim Record, 23 December 1989, S/PV.2902.
31 United Nations General Assembly, Effects of the Military Intervention by the United States of

America in Panama on the Situation in Central America , 29 December 1989, A/Res/44/240.
32 Sarotte, Perpetuating U.S. Preeminence , p.118.



月になされたハンガリーのジュラ・ホン首相に

よるNATO加盟への働きかけだったという。

ところが、ソ連はNATO東方拡大を強く警

戒していたし、英仏もこの時点ではNATO東

方拡大を求めていなかった33。しかも、当時、

NATOの東方拡大の対象と考えられていたチェ

コスロバキアのハヴェル大統領ですら、それを

望んではいなかった34。アメリカはソ連の動向、

英仏など同盟国の意向、さらには東欧の拡大対

象国の意見も相対的に軽く扱っていたわけであ

る。それはパナマ侵攻における米州機構加盟国

の意見や国連総会決議の扱われ方と似ていた。

ただし、ブッシュ政権期にNATO拡大は具

体化せず、実際のNATO拡大はクリントン政

権期（任期1993～2000年）に開始された。なぜ、

NATO拡大がブッシュ政権期に実施されなかっ

たのであろうか。また、NATO拡大をアメリ

カが検討した動機は何であったのであろうか。

先述したように、サロッテによれば米政府が

NATO拡大を模索した直接の動機はハンガリー

の加盟希望である。その背景には米ソの力の差

に関するアメリカ側の自信があったと考えられ

る。よって、米ソ関係におけるアメリカの相対

的優位が後退すると、NATO拡大論も後退す

ることになる。具体的には、1990年8月に発生

したペルシャ湾岸危機を転機として、ブッシュ

政権内のNATO拡大論が後退したとサロッテ

は解釈している35。

また、クリントン政権期にNATO大使を務

めたロバート・ハンターらによれば、1993年9

月のロシア政変への東欧諸国の動揺を受けて、

NATO拡大の検討を開始したという36。ここで

も、米ロ関係を軸にNATO拡大を議論する枠

組みは変化していない。

ただし、ブッシュ大統領図書館の史料によれ

ば、ブッシュ政権内部では1992年の春から夏に

かけてNATO新規加盟国の基準についての検

討を行っており、かつ、イギリスと意見のすり

合わせを始めていた37。その背景にはヨーロッ

パ共同体（EC）や西欧同盟（WEU）の東方

拡大への警戒心があった。また、ドイツ統一交

渉では西ドイツ、NATO拡大ではイギリスと

いった具合に、期待される結果への同意を予め

見込める相手を選んだ形で多角主義を選択的に

利用していたアメリカの姿も垣間見られる。何

れにせよ、拡大を検討した動機、そして拡大を

断行しなかった理由は、米ソ関係よりも米欧関

係により密接に連関していることになる。

この解釈の相違を検討するために、1990年8

月の湾岸危機発生から1992年前半にブッシュ政

権がNATO拡大を検討するまでの過程をにつ

いて国際情勢の変化を整理しておこう。

まず、ペルシャ湾岸危機について整理しよう。

湾岸危機が発生すると、ブッシュ政権はソ連、

西側同盟国、中東諸国の支援を求め、国連安保

理決議678号を根拠として強制行動を正当化し

た。ブッシュ政権は、国連安保理決議を採択す

るために、そして、中東における反米行動の抑

制を期待して、米ソ関係に配慮する必要があっ

た。それゆえ、ブッシュ政権の政策担当者たち

は、国際権力状況がアメリカにとって一方的に

有利であるとの認識を修正せざるをえなかった

であろう38。

1991年3月、湾岸戦争が終結すると、ソ連は
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崩壊に向けた過程を進んでいく。これに連動し

て、アメリカ政府内部におけるNATO拡大論

も復活したのであろうか。しかし、1991年前半

におけるアメリカの対ヨーロッパ政策上の目標

は、NATOの性格を維持することとともに、

東欧諸国にNATO正式加盟への期待を抱かせ

ないようにすることにあった39。

このように、冷戦終結過程において、米ソ関

係と他の国の行使した影響力とを比較するサロッ

テの採用した分析視角は問題をはらんでいる。

実際に米ソ関係がある政策決定や行動に重大な

影響を及ぼした局面が存在すると、論理の一貫

性を失ってしまうのである。そこで課題とすべ

きは、アメリカの政策判断に影響を与えた要因

を局面ごとに見極めておくことであり、その変

化を時間の推移に合わせて整理しておくことで

あろう。

次に、湾岸戦争前後のソ連情勢についてまと

めておこう。1991年1月、リトアニアの独立派

のテレビ局にKGB特殊部隊が攻撃を加え、市

民が死傷する事件が発生した（血の日曜日事件）。

同年6月にはエリツィンがロシア共和国大統領

選挙に当選し、ソ連からの権限委譲を強く要求

するようになった。同年8月、ソ連でクーデター

未遂事件が発生したことでソ連共産党の情勢統

制能力は失われた。そして、ロシア、ウクライ

ナ、ベラルーシによる「独立国家共同体」創設

の合意を受け、1991年12月、ソ連邦は崩壊した。

ソ連崩壊はアメリカにとって対ロシア政策上

有利な状況を作り出していた。ベーカー国務長

官が回想しているように、旧ソ連構成国が独立

を宣言した際に、国家承認と引き換えにアメリ

カに有利な条件を飲ませることができた40。し

かも、旧ソ連経済は事実上機能不全状態に陥っ

ており、旧ソ連構成国はアメリカをはじめ西側

諸国からの経済支援を必要としていた。また、

旧ソ連各地に核兵器が配備されていたが、旧ソ

連構成諸国の軍隊は整備途上の段階にありそれ

らを運用する能力や資源は不足していた。ロシ

アとアメリカは旧ソ連構成諸国による核拡散防

止で利害関係が事実上一致していた41。さらに、

1991年8月クーデターが未遂に終わったことで

旧ソ連軍や保守派の政治力は失墜していた。

つまり、湾岸戦争の終わった1990年3月には、

対ソ配慮の必要性は薄れ始めており、1991年半

ばにはほぼ必要なくなっていた。ブッシュ政権

が仮にNATO拡大を本格的に検討していたと

すれば、ロシアやウクライナへの国家承認や経

済支援とNATO拡大への承諾を引き換える交

渉が行われていても不思議ではなかった。ある

いは、一方的にNATO拡大を実行して、それ

への承認をアメリカとの関係構築の踏み絵にす

るという手もあっただろう。

しかし、1991年前半にアメリカはNATO拡

大を前進させず、1992年前半にNATO拡大の

検討を行っている。それゆえ、湾岸危機を契機

とした対ソ配慮だけではなく、その他の要因に

よってもブッシュ政権のNATO拡大論が左右

されていたと理解するのが妥当であろう。

もちろん、アメリカがNATO拡大を躊躇し

た要因の一つとして、東欧防衛の負担があった。

しかし、NATO拡大を実行すればこの負担は

必ず生じるし、1991年から1992年にかけてアメ

リカの経済・財政事情が劇的に好転したわけで

もない42。よって引き続き国際情勢に焦点をあ

てることが妥当であり、その際は米欧関係を考
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慮する必要がある。

EC加盟国は1991年12月にマーストリヒト条

約（欧州連合条約）の協議をまとめ、市場統合

を加速させており（1992年2月調印、1993年11

月発効）、共通外交安全保障政策についても協

力の具体化を目指していた。

フランスは「欧州外交安全保障アイデンティ

ティー（ESDI）」の実現を求めて、安全保障上

の欧州自立を訴えていた。しかも、旧ユーゴ連

邦の崩壊（1991年6月25日クロアチアとスロベ

ニアの独立宣言、1992年3月ボスニアも独立宣

言）とそれに伴うボスニア紛争に対して、EC

はアメリカに依存することなく、ヨーロッパの

イニシアティブによる国際調停を目指した43。

アメリカはECの実力を試すために欧州諸国

の手に旧ユーゴ問題を委ねた44。その判断の裏

には、市場統合によってECがアメリカ製品を

締め出すのではないかという「欧州要塞化」へ

の警戒心があったし、欧州諸国にアメリカとN

ATOの重要性を再認識させる狙いがあった。

しかし、旧ユーゴ問題の取り扱いを事実上EC

の手に委ねたことで、逆にEC加盟国はヨーロッ

パにおけるアメリカの存在感の低下を実感する

ようになった。そのためアメリカは、欧州諸国

にNATOの必要性を再認識させる必要があっ

た。こうして、ボスニア紛争調停問題は欧州安

全保障秩序の将来を占う問題へと発展していっ

た45。

この節の議論をまとめておこう。冷戦勝利論、

パナマ侵攻、NATO東方拡大構想の経緯をあ

わせてみたとき、1989年末から1990年前半にか

けてのブッシュ政権の外交政策は、限られた国々

にとってはともかく、その他の国からみれば単

独主義的傾向を持っていた。そこで、ブッシュ

政権の外交政策の姿勢を形成した国際的な力学

について検討した。

サロッテの指摘する西ドイツの影響力は、ド

イツ統一交渉の過程に関して妥当であるが、ブッ

シュ政権の対ソ連政策やNATOに関する政策

については当てはまらなかった。こうして、交

渉過程での活躍に関する説明と、結果に関する

因果関係の説明を区別して議論する必要のある

ことが分かった46。また、国際情勢の変化とア

メリカの政策判断との連関を時系列的に整理す

ることが必要であることを確認した。

そこで本論は、まず、アメリカが西ドイツと

ともにドイツ統一交渉を成功させ、NATOの

東方拡大を構想しえた背景には、西側とソ連と

の間に形成された力の差があったことを指摘し

た。

次に、1990年8月に発生した湾岸危機は国際

政治全般に対するソ連の影響力をやや回復させ

たから、アメリカがそれに配慮してNATO拡

大構想を後退させた可能性を検討した。ただし、

1991年3月の湾岸戦争直後にソ連は内政上の困

難に直面するから、アメリカの対ソ配慮は約半
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43 Alan Riding, Conflict in Yugoslavia: European Send High-Level Team, The New York Times,

June 29, 1991, A4. 旧ユーゴ崩壊過程は以下を参考、Susan Woodward, Socialist Unemployment: the
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44 ベーカー、前掲書、下、602頁。
45 吉留公太「ボスニア紛争調停の『世界化』か『ボスニア化』か―1992年8月ロンドン・旧ユーゴスラビア国際会議

に関する二つの性格規定」（『研究論集』第三集、河合文化教育研究所、2006年）105-121頁。Kota Yoshitome,

The Western Order under Quasi-Multilateralism: The Bosnian Conflict and the West, 1992-1995

(Unpublished PhD thesis, The University of Leeds, 2006), pp.90-92.
46 結果に影響を及ぼす力に関する議論の参考として、Susan Strange, Retreat of State: The Diffusion of Power

in World Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).



年しか持続しなかったことになる。それゆえ、

西側とソ連との力関係だけでなく、西側内部で

の旧ユーゴ紛争や欧州安全保障秩序をめぐる意

見対立もNATO拡大構想を左右した重要な要

因と考えられることを指摘した。

次節では湾岸戦争と米ソ関係、次々節では旧

ユーゴ紛争と米欧関係を取り上げ、それぞれの

事件がブッシュ政権の政策判断に及ぼした影響

を検討することしたい。

3．湾岸戦争でのアメリカの力の誇示と

行動の制約

1990年8月2日、イラク軍がクウェートを侵攻

し、ペルシャ湾岸危機が発生した。この事件は、

ブッシュ政権内に存在していた単独主義的な傾

向を抑制する一つの契機となった。

イラン・イラク戦争（1980年9月～1988年8月）

を通じて、イラクはシーア派によるイスラム革

命の輸出を防いできたという自負があった。ア

メリカもイラクに肩入れしつつ、必要に応じて

イランとイラクとの軍事的均衡を維持すること

でペルシャ湾岸地域の秩序維持を図ってきた47。

しかし、イラン・イラク戦争は勝敗を明確に

しないまま終結し、両国は賠償金や対外援助に

期待できない中で戦後復興に着手することになっ

た。イラクは復興資金獲得のため、アメリカに

経済支援を要請しつつ、クウェートやアラブ首

長国連邦など湾岸産油国に原油価格調整への協

力を求めた48。湾岸産油国はイラクの要求を受

け入れず、緊張が高まる中で湾岸危機が発生し

た。

クウェートを占領すると、サダム・フセイン

はサウジアラビアとの国境地帯への軍事的圧力

を強化した。さらにフセインは、パレスチナ占

領地からのイスラエル軍撤退とクウェートから

のイラク軍撤退を結び付ける「二重リンケージ

論」を展開して、アラブ世論への訴えを強化し

てアメリカを揺さぶった49。

もし、サウジアラビアの油田地帯までサダム・

フセインが支配することになれば、アメリカの

みならず世界経済の安定的成長の妨げとなる50。

また、中東におけるイラクの軍事的存在感が高

まれば、イスラエルがこれに対抗して単独攻撃

に出る可能性もある51。イスラエルの攻撃はパ

レスチナ問題の未解決状態に不満を抱くアラブ

の人々の反発を招き、それは、イスラエルの同

盟国であるアメリカにも向けられる。イランも

イラクやイスラエルの軍事行動に警戒感を強め、

ペルシャ湾岸情勢は一層緊迫する。

当時のアメリカは財政と貿易における「双子

の赤字」を抱えており、パナマ地峡よりも地理

的な規模が大きく、関係諸国間関係もより複雑

なペルシャ湾岸において、単独で軍事行動を起

こすことのできる状況にはなかった52。アメリ

カは難しい舵取りを迫られることになった。

ブッシュ政権はサウジアラビアとペルシャ湾

岸防衛体制の確立を急いだ53。さらに、イスラ

エルに自制を要請しつつ、スカッド・ミサイル

（ミサイル迎撃ミサイル）をイスラエルに配備

することで万一の事態に備えた54。その上で、

クウェートの原状回復を目指すべく、国連安保
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47 イラン・イラク戦争の詳細はひとまず、Dilip Hiro,The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict
(London: Routledge, 1991).

48 柳澤英二郎『戦後国際政治史IV』（柘植書房新社、2002年）、157-159頁。
49 同書、169-170頁。
50 The White House, U.S. Policy in Response to the Iraqi Invasion of Kuwait , National Security
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51 Bush and Scowcroft, op.cit., p.320.
52 ベーカー、前掲書、上、576-577頁。
53 National Security Directive 45.
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理決議を根拠とした国際的な軍事行動の準備を

進めた55。

ブッシュ政権の比較的素早い行動の背後には、

イギリスのサッチャー首相のアドバイスがあっ

たとされる。

湾岸危機の発生直後、サッチャーはブッシュ

に対して迅速な行動と、必要とあればアメリカ

単独でも軍事力を行使することを進言した56。

ブッシュは迅速な行動の必要には同意しつつも、

アメリカ単独での軍事行動を否定して、国連安

保理における合意形成を重視する姿勢を示した。

サッチャーは、アメリカが国連での合意を重視

すればそれに制約されてサダム・フセイン政権

を打倒することが出来なくなると懸念したが、

ブッシュは受け入れなかった57。

ブッシュ政権が国連安保理を通じた行動を重

視した理由は、「二重リンケージ論」を唱える

フセインを牽制してアラブ諸国の動揺を抑える

ためであったし、アメリカ国内世論と国際世論

を見方につけるためであった58。またそれは、

戦費調達のために各国を説得する有力な手段と

なると判断されていた59。

ゴルバチョフ政権のシュワルナゼ外相は、こ

れまでソ連と友好関係にあったイラクが予告な

しにクウェート侵攻を行ったことに不信感を募

らせており、1990年8月3日、米ソ共同声明を発

表してアメリカとの連携を約束した60。これが

一つの呼び水となって、欧州諸国やアラブ諸国

もアメリカの動きに同調することとになった。

こうして、1990年11月に国連安保理決議678

号が採択された。678号はイラク軍のクウェー

トからの撤退実現のために、国連または国連加

盟国が国連憲章7章に従って「必要なあらゆる

措置」を取ることが出来るとした。これを根拠

としてアメリカを中心とする「多国籍軍」が組

織され、1991年1月に湾岸戦争が開始された61。

多国籍軍の中心となったアメリカはコンピュー

ター制御された 新兵器を大量に動員し、圧倒

的な軍事力を見せつけた。1990年2月27日、イ

ラク軍はクウェートから撤退し、3月3日に停戦

協定が結ばれてイラク軍と多国籍軍の戦闘は終

結した62。

湾岸戦争開戦と前後して、ブッシュ大統領は

「新世界秩序」構想を提示した63。今後の国際秩

序は大国間の協調によって運営され、集団的な

強制力は国連での手続きを経て行使されるとの

主張であった。湾岸戦争はこのモデルとなる事

例と位置づけられていた64。また、1990年2月15

日、ブッシュ大統領はイラクのサダム・フセイ

ン政権による独裁と暴力を批判し、民主化と基

本的人権の擁護のためにイラク軍やイラク市民

による政権選択も促した65。
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57 ベーカー、前掲書、上、576頁。
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一方で、国連と国際法を基軸とする秩序観を

重視しながら、他方でイラクの体制転換を促し

たことで、ブッシュ政権は矛盾を抱え込むこと

になった。前者は主権平等と内政不干渉原則を

尊重するが、後者は内政干渉につながるからで

ある。

湾岸戦争の終結直後に、ブッシュ政権は実務

上でもこの矛盾に直面した。その経緯は次のよ

うなものだった。

ブッシュ大統領の発言に呼応して、1991年3

月から4月にかけてイラク北部のクルド人勢力

やイラク南部のシーア派勢力がサダム・フセイ

ン政権打倒を目指して武装蜂起した。

イラク軍はヘリコプターを活用して、イラク

南部の反フセイン勢力へ攻撃を加えた。しかし、

湾岸戦争の停戦交渉でイラク政府による航空機

の使用は制限されていた。何とそれらのヘリコ

プターは、アメリカ中央軍のシュワルツコフ将

軍がイラク高官の移動用としてイラク側に使用

を許可したものであった66。

ブッシュ政権はイラクに武力介入すべきか否

かの決断を迫られた67。しかし、湾岸戦争の目

的はクウェートの原状回復であり、イラクのフ

セイン政権打倒はそこから外れている。結局、

アメリカは反フセイン勢力の行動を支援するた

めの武力介入を決断することはなく、反体制派

の動きはフセイン政権によって次第に鎮圧され

た68。

しかし、ブッシュ政権内では違った意見が台

頭していた。体制移行（旧社会主義）国家に対

して、自由主義経済の確立、基本的人権の尊重、

民主化といったアメリカ的な価値観を定着させ

るための行動を積極的に起こすべきであり、イ

ラクの反フセイン勢力を支援すべきであったと

の主張であった。アメリカは圧倒的な軍事力を

有しているのだから、必要とあればアメリカ単

独でもそれを利用すべきであり、敵性国家だけ

でなく同盟国に対しても圧力を強化して、自ら

にとって望ましい国際環境を形成すべきである

という主張も伴っていた69。

1991年末のソ連崩壊を受けて1992年初頭に作

成された「国防計画指針」の草案には、このよ

うな単独主義的色彩を濃厚に帯びた主張が盛り

込まれていた70。アメリカの軍事力を有効に活

用して敵性国家に対峙するだけでなく、軍事的

な優位を背景として、体制移行国の改革や同盟

国の政策をアメリカの求める方向に誘導するこ

とも目標として掲げられていたのである。

ポール・ウォルフォウィッツ国防次官、ルイ

ス・リビー国防次官補、ザルメイ・ハリルザド

国防次官補などがこれら強硬論を主張していた。

ようやく、2003年のイラク戦争で「ネオコン」

の中核と見なされるメンバーが足並みをそろえ

たのである。ブッシュ政権幹部、とりわけ、ス

コウクロフト補佐官は彼らの論調を警戒し、単

独主義的主張を抑制させて 終的には穏当な結

論にたどり着いたという71。

1992年12月、ブッシュ政権は三度目の主要な
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対外強制力行使を実行した。それは第二次国連

ソマリア活動（UNOSOM II）展開の下地作

りのためであった。この活動は紛争当事者の明

示の合意がないまま活動を開始する「平和執行」

という特徴を伴っていたものの、国連安保理に

おける手続きは湾岸戦争の形式を踏襲していた。

ブッシュ政権は国連安保理決議794号を根拠と

して、多国籍軍である「統合任務部隊（UNITAF）」

を組織したのである。

つまり、ブッシュ政権の一部が主張していた

アメリカ単独での一方的行動という論理は抑制

されたと判断してよいだろう72。

しかし、米共和党支持層の一部は、ブッシュ

政権が多角主義的な政策を採用していくことに

不満を募らせ、次節で確認するように、1992年

11月の米大統領選挙でクリントン民主党候補を

支持するのである。ブッシュ政権幹部と共和党

系のタカ派を分裂させていった契機の一つは、

ボスニア紛争への対応をめぐる論争であった。

４. ボスニアをめぐる米欧関係の緊張と

政策論争

ブッシュ大統領が「新世界秩序」構想で対外

的な強制力行使に国連安保理決議を重視する姿

勢を示したことは、アメリカと国連の関係だけ

ではなく、アメリカと欧州諸国との関係も変化

させていた。

国連は1991年から92年にかけて、エルサルバ

ドル、カンボジア、ソマリア、西サハラ、旧ユー

ゴなどへの平和維持活動や選挙監視業務を次々

と拡大していった。さらに、ガリ国連事務局長

は1992年6月に『平和への課題』をまとめ、「平

和執行型」の平和維持活動に乗り出す姿勢を明

らかにした73。国際安全保障秩序の意思決定過

程に焦点をあてると、国連安全保障理事会常任

理事国は拒否権を保有しているから、これまで

よりも大きな影響力を行使できるようになる。

英仏は国連安保理常任理事国であり、この状況

を基本的に歓迎した。

アメリカと欧州諸国の間には、安全保障問題

に関して大きく分けると三つの争点があった74。

一点目は秩序全体の構造に関して、米軍縮小、

ドイツの影響力拡大、ソ連の影響力縮小への対

応であり、具体的にはヨーロッパの自立性をど

こまで認めるのか、さらに、東欧諸国への安全

保障のかけ方であった。

二点目は、法的制度的な争点として、NATO

の域外活動の権源をどこに求めるのかであった。

三点目は実務上の争点であり、旧ユーゴ紛争へ

の対応を誰がリードするのかであった。欧州諸

国は、国際安全保障秩序における国連の地位向

上を利用して、ヨーロッパ安全保障秩序に関す

る欧州側の発言力の確保を目指したのである。

第一点目の争点については、1990年6月のロ

ンドンNATO首脳会談から1991年11月のロー

マNATO首脳会談にかけて、米欧間の意見が

鋭く対立した。1990年6月のロンドンNATO首

脳会談では、柔軟対応戦略の採用を決めた1968

年版の『戦略概念』（MC14/3）見直しに着手

することと、ソ連・東欧諸国との交流の強化で

合意した75。NATOは、加盟国の領域を防衛す
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る主任務を残しつつも、欧州全体の安全と秩序

を維持する組織としての性格を獲得することで

生き残りを図ったのであった76。

しかし、新しい戦略概念の取りまとめは難航

した。フランスは「欧州安全保障防衛アイデン

ティティー（ESDI）」の確立を求め、アメリカ

側の譲歩を迫った。具体的には欧州諸国のイニ

シアティブで域外活動を展開可能とすること、

NATOの司令官ポストへの欧州出身者の登用、

WEUの機能強化へのNATOの協力などを求め

ていた77。

この状況をさらに複雑にしたのは、1990年8

月に発生した湾岸危機であった。英仏などはア

メリカの組織した多国籍軍に協力した。しかし、

その多国籍軍を組織するために、ヨーロッパ駐

留米軍の縮小にも拍車がかかろうとしていた。

欧州諸国は相対的な対米自立の必要性を多かれ

少なかれ感じるようになっていた。

こうして、第二点目の争点がより注目を集め

るようになった。フランスは1989年10月結成さ

れた独仏旅団やWEUの活性化によって、ドイ

ツを欧州諸国間協力の枠組みにはめ込みつつ、

安全保障面での欧州自立を目指すことで米兵縮

小とドイツ問題に対処しようとした78。フラン

スはこの文脈で、WEUによる域外活動の積極

的な展開を主張しつつ、アメリカを牽制するた

めにNATOの域外活動は国連安保理決議を必

要とすると主張した79。

イギリスは、NATOを中心とするヨーロッ

パ安全保障秩序を維持する点ではアメリカと意

見が一致していたものの、アメリカによる一方

的な政策の押し付けやドイツの台頭には懸念を

抱いていた。イギリスは、その対応策として欧

州諸国の結束の強化を呼びかけた。具体的には、

EUの域外活動、NATOの域外活動双方につい

て国連安保理決議が必要であると主張して、フ

ランスの欧州自立論を牽制しつつ、欧州諸国が

NATOの行動に一定の発言力を維持できるよ

うに試みた80。

1991年11月のローマNATO首脳会談では、

『新戦略概念』（1991年版）、『平和と協力に関す

るローマ宣言』がまとめられた。しかし、これ

らの文章はNATOの域外活動に関する米欧間

の意見対立を残していた。欧州側は国連安保理

決議が必要であることを明記するように求めた

のに対し、アメリカがそれを渋ったからであっ

た81。

米欧対立は厳しく、ローマNATO首脳会談

では、ブッシュ大統領が「西欧諸国が同盟

（NATO）の枠外に安全保障組織を形成しよう
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としているなら、今この場で言いたまえ！」と

NATO加盟国首脳たちに凄むほどであったと

いう82。

しかし、米欧対立を残したまま欧州側は一歩

先に進み、 1992年6月に発表されたWEUの

『ペータースブルグ宣言』では、国連憲章の規

定に従ってWEUの域外活動が組織されるとし

た83。また、1992年2月に調印されたマーストリ

ヒト条約は、東欧諸国の安全を保障する一環と

してECやWEUの拡大も検討事項に挙げてい

た84。

先述したように、 近公開された史料によれ

ば、ブッシュ政権はこれを警戒して、1992年3

月頃にNATO拡大の検討を開始したと考えら

れる85。また、92年7月には、欧州自立路線への

懸念を共有するイギリスともNATOやWEU拡

大問題での政策協調を模索しはじめていた86。

まさに、アメリカのNATO拡大政策と米欧対

立は連関していたのである。

第三点目の争点はこうした米欧対立を背景と

して発生していた。それゆえ、この論争は、第

一の争点であるヨーロッパ安全保障秩序の枠組

みや、第二の争点であるNATOやWEUの域外

活動の在り方を左右する問題とも連動していっ

たのである。

1991年6月、クロアチアとスロベニアがユー

ゴスラビア連邦からの独立宣言を行い、ユーゴ

連邦軍と戦闘状態に陥った。1991年12月、EC

はドイツの主張に押される形で両国の独立を承

認した87。緊張はボスニア・ヘルツェゴビナに

も波及し、1992年3月にボスニアが独立を宣言

すると、（ムスリムを主な支持層とする）ボス

ニア政府、ボスニア・クロアチア人勢力、ボス

ニア・セルビア人勢力の間での三つ巴の内戦に

発展した。

当初、ECトロイカは旧ユーゴ問題を欧州の

問題と受け止め、紛争調停の主役を担った。こ

の問題解決によってアメリカからの自立に弾み

をつけようとしていたのであった88。フランス

はその先頭に立ち、WEUによる平和維持部隊

の派遣や紛争介入まで主張した89。アメリカは

欧州側の意図を正確に読み取っており、欧州側

の実力を試すために旧ユーゴ問題に関与するこ

とを意図的に回避していた90。イギリスは欧州

自立論と米英関係重視との板ばさみになってお

り、この状況から脱却するために国連を利用す

ることを構想した91。それが国連とECによって

共同運営される常設の国際調停組織、「旧ユー
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ゴスラビア国際会議（ICFY）」であった。

1992年8月、国連安保理常任理事国、EC、紛

争当事者が参加したロンドン会議でICFYの発

足が決定され、サイラス・ヴァンス元米国務長

官とデービット・オーウェン元英外務大臣が共

同議長に就任した。アメリカもICFYによる問

題解決に協力することになったのである92。

しかし、ICFYへの協力を決断したブッシュ

政権は難問を抱えていた。旧ユーゴ問題が悪化

してゆく中で、アメリカ国内での論争が激しく

なっていたのである。しかも、その論争は1992

年11月のアメリカ大統領選挙とも絡んで、民主

党や同盟国の論客までも巻き込んでいた。

争点は、国連安保理決議713号で決められた

旧ユーゴ全域への武器禁輸とボスニアにおける

「民族浄化」への対応であった。「新世界秩序」

構想の論理に従えば、国連安保理決議を尊重す

べきであり、ボスニアへの対応はあくまでも国

際合意に基づいて決定されるべきとなる。決議

713号は、旧ユーゴ紛争を事実上「内戦」と見

なしており、国際社会は紛争当事者を対等に扱っ

て紛争の早期終結を促すことが求められる。

しかし、ボスニアで「民族浄化」が行われて

いるとすると、この非人道行為を阻止する責任

が国際社会に生じる。また、ボスニアでの紛争

がセルビア共和国やクロアチア共和国によって

引き起こされているとするならば、それはボス

ニアの主権と領土統一に対する侵略行為であり、

「国際紛争」ということになる。国連にはそれ

を阻止する責任がある。

サッチャー元英首相は後者の立場をとり、ボ

スニア政府への支援と必要ならば武力介入を訴

えていた93。アメリカの論壇でも、ボスニアへ

の介入を支持する声が広がりつつあった。この

流れに乗ってクリントン民主党大統領候補もボ

スニアへの積極的な関与や武器禁輸解除を主張

し始めていた94。ブッシュ政権内も揺れ動いて

いた。国務省とNSCのヨーロッパ問題担当者

の一部はボスニア介入を検討し始めており、19

92年6月、ベーカー国務長官もボスニアへの武

力介入を検討するようブッシュ大統領やスコウ

クロフト大統領補佐官らに提案したという95。

ただし、ボスニアへの武力介入や武器禁輸解

除には重大な問題があった。ボスニア政府への

武器禁輸を解除すれば、アメリカは紛争におけ

る中立性を失うことになり、セルビア人勢力や

クロアチア人勢力と敵対することになる。ボス

ニア政府は武器支援によって戦線を強化拡大す

るから、紛争を長期化させる恐れがある。

また、当時、ボスニアには人道支援のための

旧ユーゴスラビア国連保護軍（UNPROFOR）

が展開しており、その主力を英仏が提供してい

た。武器禁輸が解除されて戦闘が激化すれば、

これら要員の安全確保は困難になり英仏は撤退

の決断を迫られる96。すると、人道支援の責任

は武器禁輸解除を主張したアメリカが負うこと

になり、必要な兵力を現地に派遣する必要が出

てくる。

しかし、ボスニアの戦場ではセルビア人勢力

やクロアチア人勢力がアメリカを敵と見なすで

あろうから、戦闘に巻き込まれる。戦闘に巻き

込まれるとアメリカ人兵士の安全を確保するた
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めに人員を増強する必要が出てくる。いつの間

にかアメリカはボスニア政府の行う戦闘行為の

肩代わりを行うことになり、泥縄式にボスニア

紛争に引きずり込まれてゆく。武器禁輸解除は

アメリカにとって危険な選択であった。

結局、スコウクロフト補佐官は武器禁輸の解

除を必要とする見方を否定し、それが事実上ブッ

シュ政権の方針となった97。この紛争を事実上

「内戦」と見なし、停戦調停による問題解決を

計るという欧州側の方針を受け入れることで、

論争の沈静化を図ったのである。

ボスニアへの武力介入を主張していたベーカー

は大統領選挙の参謀役として国務長官を辞任す

ることになり、後任にはスコウクロフト側近の

イーグルバーガーが就任した。また、同じくボ

スニアへの強制力行使を主張した政策担当者た

ちも口を閉ざすか、あるいは政府の職を辞する

ことになった。こうして、ブッシュ政権はその

末期にかけて単独行動論を抑制する方向で意思

決定を行ったのである。

ブッシュ政権がボスニアへの不介入方針を決

めた頃、民主党のクリントン大統領候補は反デ

タント派や「ネオ・コン」の有力者達への接触

を密接にしていた。ジーン・カークパトリック

元国連大使、ポール・ニッツエ、ブレジンスキー

元大統領補佐官、サミュエル・ハンティントン

らがその対象であった。これら有力者達はブッ

シュ政権の外交政策に不満を抱いており、特に

ボスニア政府への武器輸出の解除を主張してい

た98。クリントン陣営はこの主張を受け入れ、

彼らの支持獲得に成功していった99。

クリントン候補は、従来からの民主党支持層

や学生などの支持層も固める必要があった。ま

た、国連を重視する国際世論にも気配りをする

必要があった。そこで、ブッシュ政権よりも国

際問題に関与する姿勢を示すため、国連機能の

拡充と国連平和維持活動への積極的な参加を訴

えた。

ところが、この二つの主張はブッシュ政権が

湾岸戦争終結時に抱えていたものと類似の矛盾

をはらんでいた。国連と国際協調を重視すれば、

既存の国連安保理決議やICFYの和平調停を当

然尊重することになる。ボスニアの人道問題を

強調して武器禁輸の解除を主張すれば、それは

国際的な合意に背くことになる。

1993年1月、発足したばかりのクリントン政

権は、早速この矛盾に直面することになった。

ICFYが「ヴァンス・オーウェン和平案」を取

りまとめ、クリントン政権の支援を求めてきた

からであった。クリントン政権はICFYへの積

極的な協力を示すことを渋り、武器禁輸の解除

と空爆の実施を一方的に要求した100。欧州諸国

と国連はアメリカの対応に不信感を募らせ、米

欧対立が再び深刻化したのである。

1995年秋にボスニアへの事実上の武力介入を

決断するまで、クリントン政権は米欧対立と自

らの主張によって招いた矛盾とに苦しむことに

なったのである。こうして、ブッシュ政権末期

に沈静化したはずの政策論争がクリントン政権

期に再び蒸し返されてゆくのである。
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5. まとめ

本論は、対外的な強制力行使問題を中心にブッ

シュ政権期の政策論争を整理しつつ、ブッシュ

政権による外交政策の判断に影響を及ぼした要

因を分析してきた。

まず、本論第２節で取り上げたパナマ侵攻や

NATO東方拡大、第３節のイラク侵攻論や国

防計画指針、第４節の武器禁解除論争で指摘し

たように、ブッシュ政権内部には、アメリカの

軍事力による「民主化」、国連の手続きの軽視、

アメリカの軍事力を背景とした同盟関係の再編

成などを主張する声が存在していた。これらの

主張は、ブッシュ（子）政権期に大きな論争を

呼ぶ、いわゆる「アメリカ単独主義」の原型と

みなせるものであった。よって、本論の提示した

第一の主張は妥当であると判断してよいだろう。

次に、これら政策論争の陣容は必ずしも固定

したものではなかった。例えば、ブッシュ大統

領やスコウクロフト大統領補佐官であっても、

「多角主義的」政策を常に支持していたわけで

はなかった。第２節で紹介したドイツ統一過程

におけるNATOの将来構想やパナマ侵攻などでは、

アメリカの力を重視した単独主義的性格を持つ政

策を躊躇なく採用していた。

また、本論の各節で確認したように、ブッシュ

政権中枢の国際情勢認識は、常に米ソ（ロシア）

関係だけを軸に形成されていたわけではなかっ

た。ブッシュ政権の政策判断を決定してきた要

因は、特定の人脈とブッシュ政権中枢との距離

ではなく、アメリカに関する国際情勢の変化と

それに対する政権中枢の認識にあった。

本論の「はじめに」で提示した暫定的な時期

区分を一つの物差しとして整理したように、ア

メリカに関する国際政治情勢は変動を続けてい

たし、ブッシュ政権の国際情勢認識も当然これ

ら変動を反映して変化していた。例えば、ドイ

ツ統一過程においてアメリカは米ソ関係で優位

に立っていることを十分に認識しており、それ

を巧みに利用した。しかし、湾岸危機について

は、国連を重視する決断を下した。ただし、湾

岸戦争に勝利すると、各国との二国間関係にお

ける相対的優位の立場をより活用すべきという

意見がブッシュ政権内で再び盛り上がった。こ

のように、本論の提示した第二の主張の妥当性

も確認できた。

さて、本論第４節で分析したように、二国間

関係おける力の優位をより重視する意見は、ヨー

ロッパ安全保障秩序をめぐる米欧対立に直面し

て勢いを増していた。しかし、スコウクロフト

補佐官を始めとするブッシュ政権幹部は、ボス

ニア紛争調停について欧州側のイニシアディブ

を尊重することで、この問題についての政権内

の論争を制御した。なぜなら、ボスニア問題と

ヨーロッパ安全保障問題で国際合意を軽視する

と、アメリカが湾岸戦争で抱えた矛盾を顕在化

させるからであった。

共和党の一部や民主党関係者は、この決着に

不満を残し、1992年11月のアメリカ大統領選挙

では、ボスニア紛争への積極的な対応を主張し

たクリントン候補が支持を集めて勝利した。

しかし、米欧対立もアメリカの抱えていた戦

略的な矛盾も解決していたわけではなかった。

クリントン政権はこの状況を打開する手段とし

て、アメリカの軍事力の利用を決断した。それ

が、1995年秋に実行されたボスニア紛争への武

力介入であった。かくして、ブッシュ政権期に

は揺れ動きのあった単独主義的な傾向が、より

具体的かつ組織的な政策へと発展していったの

である。

こうして、本論の提示した第三の主張である、

アメリカの政策判断に課せられていた国際的な

制約要因の継続性についても妥当であると言っ

てよいだろう。

[本論文は科学研究費補助金（課題番号21730148）
による研究成果の一部である]
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